
​議案第２６号​

​　　札幌市下水道条例の一部を改正する条例案​

​　　令和７年（２０２５年）１１月２６日提出​

​札幌市長　秋　元　克　広​

​　　札幌市下水道条例の一部を改正する条例​

​札幌市下水道条例（昭和３４年条例第４号）の一部を次のように改正する。​

​(1) 目次中「第１７条の３」を「第１７条の２」に改める。​

​(2) 第８条の２の見出し中「指定工事業者」の次に「等」を加え、同条ただし書中​

​「市長が別に定める工事」を「次に掲げる工事について」に改め、同条に次の各​

​号を加える。​

​(1) 災害その他非常の場合において、市長が他の市町村長から排水設備等工事​

​を行うことを認められている者に工事を行わせる必要があると認めるとき​

​に、その者（市長が認める者に限る。）が行う工事​

​(2) その他市長が別に定める工事​

​(3) 第８条の３第１項中「の指定」の次に「（以下単に「指定」という。）」を加​

​え、同条第２項中「指定する」を「指定をする」に改め、同項第２号中「の規定​

​により」を「に規定する」に、「が１人以上専属している」を「を選任してい​

​る」に改める。​

​(4) 第８条の４第１項中「第８条の２の」を削る。​

​(5) 第８条の６の見出し中「指定工事業者」の次に「等」を加え、同条に後段とし​

​て次のように加える。​

​第８条の２第１号に掲げる工事を行う者も、同様とする。​

​(6) 第８条の８第１項中「第８条の２の」を削る。​

​(7) 第８条の９第１項中「営業所」を「北海道内に所在する営業所」に、「専属さ​

​せなければ」を「配置しなければ」に改め、同項に後段として次のように加え​

​る。​

​この場合において、業務登録者が、北海道内に所在する当該指定工事業者の​



​他の営業所において兼務することを妨げない。​

​(8) 第１７条の３を削る。​

​(9) 第１９条第２号中「指定を受けないで」を「規定に違反して」に改める。​

​(10)別表１中「６００円」を「７５０円」に、「６７円」を「８７円」に、「９１​

​円」を「１１４円」に、「１１８円」を「１４６円」に、「１４５円」を「１７​

​７円」に、「１６８円」を「２０３円」に、「１９９円」を「２３２円」に、​

​「２３７円」を「２６５円」に改める。​

​(11)別表３を削る。​

​附　則​

​（施行期日）​

​１　この条例は、令和８年１０月１日(以下「施行日」という。)から施行する。た​

​だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。​

​(1) 第８条の２の見出し及び同条ただし書の改正規定、同条に各号を加える改正​

​規定、第８条の３第１項及び第２項、同項第２号、第８条の４第１項並びに第​

​８条の６の見出しの改正規定、同条に後段を加える改正規定、第８条の８第１​

​項及び第８条の９第１項の改正規定、同項に後段を加える改正規定並びに第１​

​９条第２号の改正規定　公布の日​

​(2) 目次の改正規定、第１７条の３及び別表３を削る改正規定並びに附則第４項​

​の規定　令和８年４月１日​

​（経過措置）​

​２　改正後の別表１の規定は、施行日以後の下水道の使用に係る使用料（施行日前​

​から引き続く下水道の使用のうち、施行日以後初めて当該使用に係る使用料の支​

​払を受ける本市の権利が確定するものに係る当該確定した使用料（以下この項に​

​おいて「施行日以後最初の確定使用料」という。）を除く。）について適用し、​

​施行日前の下水道の使用に係る使用料及び施行日以後最初の確定使用料について​

​は、なお従前の例による。​

​３　施行日前に、札幌市下水道条例第１６条の規定により施行日前に開始し、か​

​つ、施行日以後も継続する下水道の使用に係る使用料を前納させた場合におい​

​て、精算を行うときの使用料の算定については、なお従前の例による。​

​４　附則第１項第２号に掲げる規定の施行の日前に札幌市下水道条例第８条の２本​



​文に規定する排水設備等工事が完了した排水設備については、改正前の第１７条​

​の３の規定は、同日以後においても、なおその効力を有する。この場合におい​

​て、同条第４項後段中「「接続負担金」とあるのは「「札幌市下水道条例の一部​

​を改正する条例（令和７年条例第　号）附則第４項の規定によりなおその効力を​

​有することとされる同条例による改正前の札幌市下水道条例第１７条の３第１項​

​に規定する接続負担金」と、「札幌市下水道条例」とあるのは「札幌市下水道条​

​例の一部を改正する条例（令和７年条例第　号）附則第４項の規定によりなおそ​

​の効力を有することとされる同条例による改正前の札幌市下水道条例」とする。​

​（理　由）​

​下水道使用料を改定するとともに、指定工事業者に係る営業所ごとの専属を義務​

​付けている業務登録者について他の営業所における兼務を可能とするほか、接続負​

​担金を廃止するため、本案を提出する。​


